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(57)【要約】
本開示は、映像の表示を制御する方法及び装置に関する
。前記方法は、スマートカメラデバイスで撮影された映
像を取得し、前記映像が端末の画面上に表示される場合
、当該端末の方向変化データを取得し、前記端末の方向
変化データに応じて前記画面上をスライドするように前
記映像の表示画像を制御することを含む。本開示の実施
形態によれば、前記端末は、前記スマートカメラデバイ
スによって撮影された映像を表示するプロセスにおいて
リアルタイムで前記端末の方向変化データを取得するこ
とができ、前記方向変化データに応じて前記画面上をス
ライドするように前記映像の表示画像を制御することが
できる。ユーザは、接触動作なしで映像全体を見ること
ができるので、ユーザにとって映像を操作することが便
利になり、視聴体験が良くなる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　スマートカメラデバイスで撮影された映像を取得し、
　前記映像が端末の画面上に表示される場合、当該端末の方向変化データを取得し、
　前記端末の方向変化データに応じて前記画面上をスライドするように前記映像の表示画
像を制御する、
　ことを含む、映像の表示を制御する方法。
【請求項２】
　前記スマートカメラデバイスで撮影された映像を得ることは、
　予め関連付けられたスマートカメラデバイスとの無線接続を確立し、
　前記無線接続を介して前記スマートカメラデバイスにより送信された映像であって、前
記スマートカメラデバイスでリアルタイムに撮影された映像、又は局所的に前記スマート
カメラデバイスに記憶された映像ファイルの映像を受信する、
　ことを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記端末の方向変化データを取得することは、
　前記端末の方向データを検知するように構成された方位センサを起動し、
　所定の間隔で前記方位センサによって送信された前記端末の方向データに応じて、前記
端末の方向変化データを取得する、
　ことを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記方位センサを起動する前に、更に、
　前記方位センサにサービスインターフェースを登録し、前記方位センサが前記サービス
インターフェースを介して前記端末の方向データを送信するようにする、
　ことを含む、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　所定の間隔で前記方位センサによって送信された前記端末の方向データに応じて、前記
端末の方向変化データを取得することは、
　現在の所定の間隔で前記方位センサによって送信される第１角度値を受信し、
　前記現在の所定の間隔に隣接する前の所定の間隔で前記方位センサによって送信された
角度値であり、前記端末によって記録された第２角度値を取得し、
　前記第１角度値と前記第２角度値との差を計算して、前記端末の方向変化データとして
角度変化量を取得する、
　ことを含む、請求項３に記載の方法。
【請求項６】
　前記端末の方向変化データに応じて前記画面上をスライドするように前記映像の表示画
像を制御することは、
　前記端末の方向変化データが角度変化量である場合、前記角度変化量に応じて前記映像
のスライド方向を取得し、
　前記角度変化量と所定のピクセル値との積を計算し、前記積を前記映像のずれとして規
定し、
　前記ずれに応じて前記映像の表示画像が前記画面上を前記スライド方向にスライドする
ように制御する、
　ことを含む、請求項１～５のいずれか１つに記載の方法。
【請求項７】
　前記ずれに応じて前記映像の表示画像が前記画面上を前記スライド方向にスライドする
ように制御することは、
　前記端末が三次元直交座標系のＹ軸の周りを回転し、前記角度変化量が前記三次元直交
座標系のＸ軸上で変化した場合、前記角度変化量に応じて前記画面上を左又は右にスライ
ドするように前記映像の表示画像を制御し、
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　前記端末が前記三次元直交座標系のＸ軸の周りを回転し、前記角度変化量が前記三次元
直交座標系のＹ軸上で変化した場合、前記角度変化量に応じて前記画面上を上又は下にス
ライドするように前記映像の表示画像を制御する、
　ことを含む、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　スマートカメラデバイスで撮影された映像を取得するように構成された第１取得ユニッ
トと、
　前記映像が端末の画面上に表示される場合、当該端末の方向変化データを取得するよう
に構成された第２取得ユニットと、
　前記端末の方向変化データに応じて前記画面上をスライドするように前記映像の表示画
像を制御するように構成された制御ユニットと、
　を備える、映像の表示を制御する装置。
【請求項９】
　前記第１取得ユニットは、
　予め関連付けられたスマートカメラデバイスとの無線接続を確立するように構成された
無線接続確立サブユニットと、
　前記無線接続を介して前記スマートカメラデバイスにより送信された映像であって、前
記スマートカメラデバイスでリアルタイムに撮影された映像、又は局所的に前記スマート
カメラデバイスに記憶された映像ファイルの映像を受信するように構成された映像受信サ
ブユニットと、
　を備える、請求項８に記載の装置。
【請求項１０】
　前記第２取得ユニットは、
　前記端末の方向データを検知するように構成された方位センサを起動するように構成さ
れた方位センサ起動サブユニットと、
　所定の間隔で前記方位センサによって送信された前記端末の方向データに応じて、前記
端末の方向変化データを取得するように構成された方向変化データ取得サブユニットと、
　を備える、請求項８に記載の装置。
【請求項１１】
　前記第２取得ユニットは、更に、
　前記方位センサがサービスインターフェースを介して前記端末の方向データを送信する
ように、前記方位センサに対して前記サービスインターフェースを登録するように構成さ
れたサービスインターフェース登録サブユニット、
　を備える、請求項１０に記載の装置。
【請求項１２】
　前記方向変化データ取得サブユニットは、
　現在の所定の間隔で前記方位センサによって送信される第１角度値を受信するように構
成された第１角度値受信モジュールと、
　前記現在の所定の間隔に隣接する前の所定の間隔で前記方位センサによって送信された
角度値であり、前記端末によって記録された第２角度値を取得するように構成された第２
角度値取得モジュールと、
　前記第１角度値と前記第２角度値との差を計算して、前記端末の方向変化データとして
角度変化量を取得するように構成された角度変化量計算モジュールと、
　を備える、請求項１０に記載の装置。
【請求項１３】
　前記制御ユニットは、
　前記端末の方向変化データが角度変化量である場合、前記角度変化量に応じて前記映像
のスライド方向を取得するように構成されたスライド方向取得サブユニットと、
　前記角度変化量と所定のピクセル値との積を計算し、前記積を前記映像のずれとして規
定するように構成されたずれ計算サブユニットと、
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　前記ずれに応じて前記映像の表示画像が前記画面上を前記スライド方向にスライドする
ように制御するように構成された映像調整サブユニットと、
　を備える、請求項８～１２のいずれか１つに記載の装置。
【請求項１４】
　前記映像調整サブユニットは、
　前記端末が三次元直交座標系のＹ軸の周りを回転し、前記角度変化量が前記三次元直交
座標系のＸ軸上で変化した場合、前記角度変化量に応じて前記画面上を左又は右にスライ
ドするように前記映像の表示画像を制御するように構成されたＸ軸調整モジュールと、
　前記端末が前記三次元直交座標系のＸ軸の周りを回転し、前記角度変化量が前記三次元
直交座標系のＹ軸上で変化した場合、前記角度変化量に応じて前記画面上を上又は下にス
ライドするように前記映像の表示画像を制御するように構成されたＹ軸調整モジュール、
　の少なくとも１つのモジュールを備える、請求項１３に記載の装置。
【請求項１５】
　プロセッサと、
　前記プロセッサによって実行可能な指示を記憶するように構成されたメモリと、
　を備え、
　前記プロセッサは、
　スマートカメラデバイスで撮影された映像を取得し、
　前記映像が端末の画面上に表示される場合、当該端末の方向変化データを取得し、
　前記端末の方向変化データに応じて前記画面上をスライドするように前記映像の表示画
像を制御するように構成された、
　映像の表示を制御する装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
（関連出願の相互参照）
　本出願は、２０１４年９月２８日に出願された中国特許出願番号２０１４１０５１０３
５１．７に基づいて優先権を主張するものであり、その全体の内容が参照により本明細書
に援用される。
【０００２】
　本開示は、一般に、通信の分野に関し、より具体的には、映像の表示を制御する方法及
び映像の表示を制御する装置に関する。
【背景技術】
【０００３】
　無線ネットワークの普及に伴い、無線アクセス機能を備える様々なスマートデバイスが
広く使用されている。これらのスマートデバイスは、無線ネットワークにアクセスした後
、互いに通信することができる。一般的な場面において、スマートカメラで撮影された映
像は、スマートカメラ及びスマートフォンがそれぞれ無線ネットワークにアクセスされた
後、スマートフォンにリアルタイムで表示される。
【０００４】
　従来技術においては、ユーザが通常の態様でスマートフォンを保持するとき、スマート
フォンの画面は縦画面状態にある。このとき、画面の長さは、画面の幅よりも小さい。ス
マートカメラで撮影された映像の長さは、通常、映像の幅よりも大きく、例えば、映像の
長さと映像の幅との比率は１６：９であるので、映像全体が表示されることをユーザが望
む場合、映像全体を縦画面状態で画面上に表示するとき、映像全体が小さなウィンドウに
表示されるように、映像全体を圧縮する必要がある。映像が画面全体に拡大されている場
合、映像の幅が画面の長さを超えている可能性があり、ユーザは、画面を超えている映像
の一部を見るために画面を左又は右にスライドさせる必要がある。その結果、ユーザが映
像を見るときに多くの接触動作が必要とされ、ユーザにとって不便であるとともに悪い視
聴体験につながる。
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【発明の概要】
【０００５】
　映像全体を表示するときに多くの接触動作が必要とされるために視聴体験が悪いという
従来の問題点を解決するために、映像の表示を制御する方法及び映像の表示を制御する装
置を提供する。
【０００６】
　本開示の実施形態の第１態様によれば、
　スマートカメラデバイスで撮影された映像を取得し、
　前記映像が端末の画面上に表示される場合、当該端末の方向変化データを取得し、
　前記端末の方向変化データに応じて前記画面上をスライドするように前記映像の表示画
像を制御する、
　ことを含む、映像の表示を制御する方法を提供する。
【０００７】
　あるいは、前記スマートカメラデバイスで撮影された映像を得ることは、
　予め関連付けられたスマートカメラデバイスとの無線接続を確立し、
　前記無線接続を介して前記スマートカメラデバイスにより送信された映像であって、前
記スマートカメラデバイスでリアルタイムに撮影された映像、又は局所的に前記スマート
カメラデバイスに記憶された映像ファイルの映像を受信する、
　ことを含む。
【０００８】
　あるいは、前記端末の方向変化データを取得することは、
　前記端末の方向データを検知するように構成された方位センサを起動し、
　所定の間隔で前記方位センサによって送信された前記端末の方向データに応じて、前記
端末の方向変化データを取得する、
　ことを含む。
【０００９】
　あるいは、前記方法は、前記方位センサを起動する前に、更に、
　前記方位センサにサービスインターフェースを登録し、前記方位センサが前記サービス
インターフェースを介して前記端末の方向データを送信するようにする、
　ことを含む。
【００１０】
　あるいは、所定の間隔で前記方位センサによって送信された前記端末の方向データに応
じて、前記端末の方向変化データを取得することは、
　現在の所定の間隔で前記方位センサによって送信される第１角度値を受信し、
　前記現在の所定の間隔に隣接する前の所定の間隔で前記方位センサによって送信された
角度値であり、前記端末によって記録された第２角度値を取得し、
　前記第１角度値と前記第２角度値との差を計算して、前記端末の方向変化データとして
角度変化量を取得する、
　ことを含む。
【００１１】
　あるいは、前記端末の方向変化データに応じて前記画面上をスライドするように前記映
像の表示画像を制御することは、
　前記端末の方向変化データが角度変化量である場合、前記角度変化量に応じて前記映像
のスライド方向を取得し、
　前記角度変化量と所定のピクセル値との積を計算し、前記積を前記映像のずれとして規
定し、
　前記ずれに応じて前記映像の表示画像が前記画面上を前記スライド方向にスライドする
ように制御する、
　ことを含む。
【００１２】
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　あるいは、前記ずれに応じて前記映像の表示画像が前記画面上を前記スライド方向にス
ライドするように制御することは、
　前記端末が三次元直交座標系のＹ軸の周りを回転し、前記角度変化量が前記三次元直交
座標系のＸ軸上で変化した場合、前記角度変化量に応じて前記画面上を左又は右にスライ
ドするように前記映像の表示画像を制御し、
　前記端末が前記三次元直交座標系のＸ軸の周りを回転し、前記角度変化量が前記三次元
直交座標系のＹ軸上で変化した場合、前記角度変化量に応じて前記画面上を上又は下にス
ライドするように前記映像の表示画像を制御する、
　ことを含む。
【００１３】
　本開示の実施形態の第２態様によれば、
　スマートカメラデバイスで撮影された映像を取得するように構成された第１取得ユニッ
トと、
　前記映像が端末の画面上に表示される場合、当該端末の方向変化データを取得するよう
に構成された第２取得ユニットと、
　前記端末の方向変化データに応じて前記画面上をスライドするように前記映像の表示画
像を制御するように構成された制御ユニットと、
　を備える、映像の表示を制御する装置を提供する。
【００１４】
　あるいは、前記第１取得ユニットは、
　予め関連付けられたスマートカメラデバイスとの無線接続を確立するように構成された
無線接続確立サブユニットと、
　前記無線接続を介して前記スマートカメラデバイスにより送信された映像であって、前
記スマートカメラデバイスでリアルタイムに撮影された映像、又は局所的に前記スマート
カメラデバイスに記憶された映像ファイルの映像を受信するように構成された映像受信サ
ブユニットと、
　を備える。
【００１５】
　あるいは、前記第２取得ユニットは、
　前記端末の方向データを検知するように構成された方位センサを起動するように構成さ
れた方位センサ起動サブユニットと、
　所定の間隔で前記方位センサによって送信された前記端末の方向データに応じて、前記
端末の方向変化データを取得するように構成された方向変化データ取得サブユニットと、
　を備える。
【００１６】
　あるいは、前記第２取得ユニットは、更に、
　前記方位センサがサービスインターフェースを介して前記端末の方向データを送信する
ように、前記方位センサに対して前記サービスインターフェースを登録するように構成さ
れたサービスインターフェース登録サブユニット、
　を備える。
【００１７】
　あるいは、前記方向変化データ取得サブユニットは、
　現在の所定の間隔で前記方位センサによって送信される第１角度値を受信するように構
成された第１角度値受信モジュールと、
　前記現在の所定の間隔に隣接する前の所定の間隔で前記方位センサによって送信された
角度値であり、前記端末によって記録された第２角度値を取得するように構成された第２
角度値取得モジュールと、
　前記第１角度値と前記第２角度値との差を計算して、前記端末の方向変化データとして
角度変化量を取得するように構成された角度変化量計算モジュールと、
　を備える。
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【００１８】
　あるいは、前記制御ユニットは、
　前記端末の方向変化データが角度変化量である場合、前記角度変化量に応じて前記映像
のスライド方向を取得するように構成されたスライド方向取得サブユニットと、
　前記角度変化量と所定のピクセル値との積を計算し、前記積を前記映像のずれとして規
定するように構成されたずれ計算サブユニットと、
　前記ずれに応じて前記映像の表示画像が前記画面上を前記スライド方向にスライドする
ように制御するように構成された映像調整サブユニットと、
　を備える。
【００１９】
　あるいは、前記映像調整サブユニットは、
　前記端末が三次元直交座標系のＹ軸の周りを回転し、前記角度変化量が前記三次元直交
座標系のＸ軸上で変化した場合、前記角度変化量に応じて前記画面上を左又は右にスライ
ドするように前記映像の表示画像を制御するように構成されたＸ軸調整モジュールと、
　前記端末が前記三次元直交座標系のＸ軸の周りを回転し、前記角度変化量が前記三次元
直交座標系のＹ軸上で変化した場合、前記角度変化量に応じて前記画面上を上又は下にス
ライドするように前記映像の表示画像を制御するように構成されたＹ軸調整モジュール、
　の少なくとも１つのモジュールを備える。
【００２０】
　本開示の実施形態の第３態様によれば、
　プロセッサと、
　前記プロセッサによって実行可能な指示を記憶するように構成されたメモリと、
　を備え、
　前記プロセッサは、
　スマートカメラデバイスで撮影された映像を取得し、
　前記映像が端末の画面上に表示される場合、当該端末の方向変化データを取得し、
　前記端末の方向変化データに応じて前記画面上をスライドするように前記映像の表示画
像を制御するように構成された、
　映像の表示を制御する装置を提供する。
【発明の効果】
【００２１】
　本開示の実施形態に記載されている技術的解決策は、次のような有利な効果を有する。
【００２２】
　本開示の実施形態によれば、前記端末は、前記スマートカメラデバイスによって撮影さ
れた映像を表示するプロセスにおいて、リアルタイムで前記端末の方向変化データを取得
することができ、前記映像は前記方向変化データに応じて前記端末の画面上をスライドす
ることができる。ユーザは、接触動作なしで映像全体を見ることができるので、ユーザに
とって映像を操作することが便利になり、視聴体験が良くなる。
【００２３】
　本開示の実施形態によれば、前記端末と前記スマートカメラデバイスとの無線接続が確
立された後、前記端末は、前記スマートカメラデバイスによって送信された映像をリアル
タイムで取得することができるとともに、前記スマートカメラデバイスによってリアルタ
イムで撮影された映像、又は、前記端末及び前記スマートカメラデバイスの無線アクセス
機能を使用して前記スマートカメラデバイスに記憶された映像を表示することができ、そ
れにより、ユーザの様々な要求を満たすことができる。
【００２４】
　本開示の実施形態によれば、前記端末の方向変化データは、前記端末に設けられた方位
センサによって、前記方位センサのリアルタイムで前記方向データを検知する特性を利用
して取得されることができ、前記映像の表示画像は、方向変化データに応じてスライドす
るように制御されることができ、それにより、ユーザは映像全体を利便性良く見ることが
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できる。
【００２５】
　本開示の実施形態によれば、前記方向変化データとして角度変化量は、異なる間隔で前
記方位センサによって検知された角度に応じて取得されることができ、前記映像のスライ
ド方向及びずれは、前記角度変化量に応じて決定されることができ、それにより、前記映
像が画面上を正確にスライドされることを確保し、ユーザの視聴体験を向上させることが
できる。
【００２６】
　本開示の実施形態によれば、前記映像の異なるスライド方向のデータは、異なるタイプ
の角度変化量に応じて決定されることができ、それにより、映像の異なる比率でのユーザ
の異なる視野条件に合わせることができる。
【００２７】
　前述の一般的説明及び以下の詳細な説明の両方は、例示的で説明的なものであり、クレ
ーム化された本発明を限定するものではないことは理解されるべきである。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
　本明細書に組み込まれ、本明細書の一部を構成する添付図面は、本発明と一致する実施
形態を例示するものであり、その記述と共に、本発明の原理を説明するのに役立つ。
【図１】図１は、本開示の一実施形態に係る映像の表示を制御する方法のフローチャート
である。
【図２】図２は、本開示の別の実施形態に係る映像の表示を制御するアプリケーションの
シーンを示す模式図である。
【図３】図３は、本開示の一実施形態に係る映像の表示を制御するための別の方法のフロ
ーチャートである。
【図４Ａ】図４Ａは、スマートフォンが三次元直交座標系の中にあることを示す模式図で
ある。
【図４Ｂ】図４Ｂは、ユーザによって保持されたスマートフォンが左方向に回転するとき
のスマートフォンの角度変化量を示す模式図である。
【図４Ｃ】図４Ｃは、ユーザによって保持されたスマートフォンが右方向に回転するとき
のスマートフォンの角度変化量を示す模式図である。
【図４Ｄ】図４Ｄは、ユーザによって保持されたスマートフォンが下向きに回転するとき
のスマートフォンの角度変化量を示す模式図である。
【図４Ｅ】図４Ｅは、ユーザによって保持されたスマートフォンが上向きに回転したとき
のスマートフォンの角度変化量を示す模式図である。
【図４Ｆ】図４Ｆは、受信された映像がスマートフォンの画面の中央部に表示されたこと
を示す模式図である。
【図４Ｇ】図４Ｇは、映像がスマートフォンの画面の右側にスライドされたことを示す模
式図である。
【図４Ｈ】図４Ｈは、映像がスマートフォンの画面の左側にスライドさせたことを示す模
式図である。
【図５】図５は、本開示の一実施形態に係る映像の表示を制御する装置のブロック図であ
る。
【図６】図６は、本開示の一実施形態に係る映像の表示を制御する別の装置のブロック図
である。
【図７】図７は、本開示の一実施形態に係る映像の表示を制御する別の装置のブロック図
である。
【図８】図８は、本開示の一実施形態に係る映像の表示を制御する別の装置のブロック図
である。
【図９】図９は、本開示の一実施形態に係る映像の表示を制御する別の装置のブロック図
である。
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【図１０】図１０は、本開示の一実施形態に係る映像の表示を制御する別の装置のブロッ
ク図である。
【図１１】図１１は、本開示の一実施形態に係る映像の表示を制御する別の装置のブロッ
ク図である。
【図１２】図１２は、本開示の一実施形態に係る映像の表示を制御する装置のブロック図
である。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　添付図面に示されている例示的な実施形態、実施例を詳細に参照する。以下の説明は、
添付の図面を参照し、異なる図面における同一の数字は、特に示さない限り、同一又は類
似の要素を表す。例示的な実施形態の以下の説明に記載されている実施例は、本発明と一
致する全ての実施例を表すものではない。むしろ、それらは、添付の特許請求の範囲に記
載の本発明に関連する態様と一致する装置及び方法の単なる例示である。
【００３０】
　本開示の説明において本明細書中で使用される用語は、特定の実施形態を説明するため
だけのものであり、本開示を限定するように解釈されるべきものではない。本開示の説明
及び添付の特許請求の範囲において使用されるように、単数形の「ａ」及び「ｔｈｅ」は
、明らかに文脈に示されない限り、複数形を含むことを意味する。本明細書で使用される
ように、用語「及び／又は」が、１以上の関連する列挙された項目の可能な組合せのいず
れか１つ及び全てを表し且つ含むことは、理解されるべきである。
【００３１】
　「第１」、「第２」、「第３」などの用語が、各種情報を記述するために本明細書に使
用され、これらの情報がこれらの用語によって限定されるべきでないことは、理解される
べきである。これらの用語は、同じ種類の情報を区別するためだけに使用される。例えば
、本開示の要旨を逸脱しない範囲で、第１情報は第２情報とも言うことができ、第２情報
は第１情報とも言うことができる。本明細書で使用されるように、用語「場合(if)」は、
文脈に応じて、「時(when)」又は「時(upon)」、或いは、記載された前提条件が正確であ
ることを「確定することに応じて」を意味すると解釈することができる。
【００３２】
　図１は、本開示の一実施形態に係る映像の表示を制御する方法のフローチャートである
。映像の表示を制御する方法は、以下のステップを含む端末に適用することができる。
【００３３】
　ステップ１０１では、スマートカメラデバイスで撮影された映像が取得される。
【００３４】
　本開示の実施形態によるスマートカメラデバイスは、スマートカメラなどの映像撮影機
能及び無線アクセス機能を備えるスマートデバイスである。スマートカメラデバイスは、
モニタリング要求される任意の場所で必要に応じてインストールされることができる。
【００３５】
　本開示の実施形態によるスマート端末は、無線アクセス機能及び映像表示機能を有する
スマートデバイス、例えば、スマートフォン、タブレットコンピュータ、ＰＤＡ（パーソ
ナルデジタルアシスタント）などの携帯端末である。
【００３６】
　スマート端末は、事前にスマート端末に関連するスマートカメラデバイスとの無線接続
を確立し、その無線接続を介してスマートカメラデバイスによって送信された映像を受信
する。スマートカメラデバイスは、スマート端末との無線接続を確立した後、スマート端
末に自身がリアルタイムで撮影された映像を送信してもよいし、メモリ内の映像ファイル
として映像を記憶し、スマート端末との無線接続を確立した後のスマート端末に対して、
メモリに局所的に記憶された映像ファイルを送信してもよい。
【００３７】
　ステップ１０２では、映像が端末の画面上に表示されている場合、当該端末の方向変化
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データを取得される。
【００３８】
　本開示の実施形態によれば、方位センサ（Ｏセンサ）が、スマート端末に設けられても
よい。スマートカメラデバイスから映像を取得した後、スマート端末は、ユーザが見るた
めに画面上に映像を表示する。映像が表示されたとき、スマート端末は、方位センサがス
マート端末の角度を検知して所定の間隔で当該角度を送信するように、方位センサを起動
する。その後、スマート端末は、スマート端末の方向変化データとして２つの隣接する間
隔で方位センサによって送信された２つの角度の差を規定する。
【００３９】
　ステップ１０３では、映像の表示画像が、端末の方向変化データに応じて画面上をスラ
イドするように制御される。
【００４０】
　本開示の実施形態によれば、方向変化データとして角度変化量を得た後、スマート端末
は、角度変化量に応じて映像のスライド方向を取得し、角度変化量と所定のピクセル値と
の積を計算し、当該積を映像のずれとして規定する。その後、スマート端末は、ずれに応
じて映像の表示画像が画面上をスライド方向にスライドするように制御する。
【００４１】
　上述した実施形態によれば、端末は、スマートカメラデバイスで撮影された映像を表示
するプロセスにおいて、リアルタイムで端末の方向変化データを取得することができ、方
向変化データに応じて画面上をスライドするように映像の表示画像を制御することができ
る。ユーザが接触動作なしで映像全体を見ることができるので、ユーザにとって映像を操
作することが便利になり、視聴体験が良くなる。
【００４２】
　図２を参照すると、図２は、本開示の一実施形態に係る映像の表示を制御するアプリケ
ーションのシーンを示す模式図である。
【００４３】
　図２には、スマート端末としてのスマートフォン、スマートカメラデバイスであるスマ
ートカメラが示されている。無線ネットワークを介してスマートフォンとスマートカメラ
との間で無線接続が確立されている。スマートカメラは、無線接続を介して表示するため
にスマートフォンに自身が撮影した映像を送信する。本開示において、方位センサは、ス
マートフォンに設けられている。方位センサは、映像を表示するプロセスにおいてスマー
トフォンの角度を検知し、スマートフォンは、角度変化量に応じて自動的にスマートフォ
ンの画面上をスライドするように映像の表示画像を制御し、それにより、ユーザにとって
映像を見ることが便利になる。以下では、図３に示す実施形態を参照して、映像の表示を
制御するプロセスを詳細に説明する。
【００４４】
　図３は、本開示の一実施形態に係る映像の表示を制御する別の方法のフローチャートで
ある。映像の表示を制御する方法は、以下のステップを含む端末に適用することができる
。
【００４５】
　ステップ３０１では、サービスインターフェースが、方位センサに対して端末によって
登録される。
【００４６】
　本開示の実施形態によるスマート端末は、無線アクセス機能及び映像表示機能を有する
スマートデバイス、例えば、スマートフォン、タブレットコンピュータ、ＰＤＡなどであ
る。本実施形態において、映像の表示を制御する方法を説明する一例として、スマート端
末がスマートフォンである例を挙げ、後続のステップでは別々に説明しない。
【００４７】
　本開示の実施形態において、方位センサは、スマートフォンに統合されてもよい。方位
センサは、スマートフォンの方向を、当該方向の慣性力を検知することによって検知し、
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スマートフォンが三次元直交座標系の３軸の回りを回転する角度として返してもよい。最
初に、サービスインターフェースは、スマートフォンのシステムインターフェースを呼び
出すことにより、方位センサに対して登録されてもよく、方位センサは、サービスインタ
ーフェースを介してスマートフォンの処理コンポーネントに対して自身によって検知した
スマートフォンの角度を送信してもよい。
【００４８】
　ステップ３０２では、端末と、事前に端末に関連付けられたスマートカメラデバイスと
の間の無線接続が確立され、方位センサが起動される。
【００４９】
　本開示の実施形態において、映像表示アプリケーションは、事前にスマートフォンにイ
ンストールされてもよい。映像表示アプリケーションは、事前にいくつかのスマートカメ
ラデバイスに関連付けられてもよい。例えば、スマートフォンのユーザが家庭内のカメラ
をインストールし、家庭内の状況をモニタしてもよい。
【００５０】
　スマートフォンのユーザがスマートフォンに関連するカメラデバイスで撮影された映像
を見たい場合には、カメラデバイスとの無線接続が確立されてもよく、方位センサは映像
表示アプリケーションが起動された後に起動されてもよく、スマートフォンの角度は映像
を表示するプロセスで検知されてもよい。
【００５１】
　ステップ３０３では、映像が、スマートカメラデバイスによって無線接続を介して端末
に送信される。
【００５２】
　本開示の実施形態において、メモリ（例えば、ローカルハードディスクなど）は、スマ
ートカメラデバイスに設けられてもよい。スマートカメラデバイスが起動された後、スマ
ートカメラデバイスで撮影された映像は、撮影時間に応じて、ローカルハードディスクに
映像ファイルとして記憶されてもよい。ユーザは、映像表示アプリケーションで構成され
た表示オプションによって表示するように、スマートカメラデバイスによってリアルタイ
ムで撮影された映像や、スマートカメラデバイスのローカルハードディスクに記憶された
映像ファイルを選択してもよい。スマートカメラデバイスは、無線接続を介してスマート
フォンに、ユーザによって選択された映像を送信してもよい。
【００５３】
　ステップ３０４では、角度が、サービスインターフェースを介して所定の間隔で方位セ
ンサによって送信される。
【００５４】
　本開示の実施形態において、方位センサは、スマートフォンによって映像を表示するプ
ロセスにおいて、所定の間隔で（例えば、毎秒５回）スマートフォンの角度を検知しても
よいし、登録されたサービスインターフェースを介してスマートフォンの映像表示アプリ
ケーションに、検知した角度を送信してもよい。映像表示アプリケーションは、角度を記
録してもよい。
【００５５】
　ステップ３０５では、端末の角度変化量が、角度に応じて、端末によって取得される。
【００５６】
　本開示の実施形態において、スマートフォンは、第１角度値として現在の所定の間隔で
受信された角度を規定し、第２角度値として現在の所定の間隔に隣接する前の所定の間隔
で自身が記録した角度を取得し、その後、角度変化量を得るために第１角度値と第２角度
値との差を計算する。
【００５７】
　以下、図４Ａ～図４Ｅを参照して、方位センサによって送信された角度に応じてスマー
トフォンによって角度変化量を取得するプロセスを説明する。
【００５８】
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　図４Ａは、スマートフォンが三次元直交座標系の中にあることを示す模式図である。Ｘ
軸は、水平方向の右方に向けられ、Ｙ軸は鉛直方向の上方に向けられ、Ｚ軸は画面の前方
に向けられている。
【００５９】
　一つの例において、ユーザがスマートフォンを垂直方向に保持し、映像が全画面モード
に表示された場合に、スマートカメラデバイスによって送信された映像の長さと映像の幅
との比をｍ：ｎ、ｍ＞ｎ、例えば１６：９と仮定すると、幅方向の要件のみが満たされ、
映像は、長さ方向においては画面を超える。それゆえ、ユーザは、自身が保持しているス
マートフォンを左又は右に回転させ、方位センサは、スマートフォンが左又は右に回転す
るときにスマートフォンの角度を検知してもよい。
【００６０】
　図４Ｂは、ユーザによって保持されたスマートフォンが左方向に回転するときのスマー
トフォンの角度変化量を示す模式図である。図４Ａと比べて図４Ｂにおいては、スマート
フォンが三次元直交座標系のＹ軸の周りを左方向に回転し、Ｘ軸上の角度変化量は０未満
である。
【００６１】
　図４Ｃは、ユーザによって保持されたスマートフォンが右方向に回転するときのスマー
トフォンの角度変化量を示す模式図である。図４Ａに比べて図４Ｃにおいては、スマート
フォンが三次元直交座標系のＹ軸の周りを右方向に回転し、Ｘ軸上の角度変化量は０より
大きい。
【００６２】
　別の例において、ユーザがスマートフォンを垂直方向に保持し、映像が全画面モードに
表示された場合に、スマートカメラデバイスによって送信された映像の長さと映像の幅と
の比をｍ：ｎ、ｎ＜ｍ、例えば９：１６と仮定すると、長さ方向の要件のみが満たされ、
映像は、幅方向においては画面を超える。それゆえ、ユーザは、自身が保持しているスマ
ートフォンを上又は下に回転させ、方位センサは、スマートフォンが上又は下に回転する
ときにスマートフォンの角度を検知してもよい。
【００６３】
　図４Ｄは、ユーザによって保持されたスマートフォンが下方向に回転するときのスマー
トフォンの角度変化量を示す模式図である。図４Ａに比べて図４Ｄにおいては、スマート
フォンが三次元直交座標系のＸ軸の周りを下方向に回転し、Ｙ軸の角度変化量は０未満で
ある。
【００６４】
　図４Ｅは、ユーザによって保持されたスマートフォンが上方向に回転するときのスマー
トフォンの角度変化量を示す模式図である。図４Ａに比べて図４Ｅにおいては、スマート
フォンが三次元直交座標系のＸ軸の周りを上方向に回転し、Ｙ軸の角度変化量は０より大
きい。
【００６５】
　ステップ３０６では、映像のスライド方向が、角度変化量に応じて、端末によって取得
される。
【００６６】
　本開示の実施形態において、端末が三次元直交座標系のＹ軸の周りを回転し、角度変化
量が三次元直交座標系のＸ軸上で変化した場合、映像のスライド方向は、左又は右にスラ
イドする方向である。端末が三次元直交座標系のＸ軸の周りを回転し、角度変化量が三次
元直交座標系のＹ軸上で変化した場合、映像のスライド方向は、上又は下にスライドする
方向である。
【００６７】
　図４Ｂを参照すると、Ｘ軸の角度変化量が０未満である場合、取得された映像のスライ
ド方向は右方向にスライドする方向である。図４Ｃを参照すると、Ｘ軸の角度変化量が０
より大きい場合、取得された映像のスライド方向は左方向にスライドする方向である。図
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４Ｄを参照すると、Ｙ軸の角度変化量が０未満である場合、取得された映像のスライド方
向は上方向にスライドする方向である。図４Ｅを参照すると、Ｙ軸の角度変化量が０より
大きい場合、取得された映像のスライド方向は下方向にスライドする方向である。
【００６８】
　ステップ３０７では、角度変化量と所定のピクセル値との積が、端末によって計算され
、当該積が映像のずれとして規定される。
【００６９】
　本開示の実施形態においては、映像のスライド方向が取得された後、映像のずれが角度
変化に応じて計算され、映像が当該ずれに応じたスライド方向にスライドされてもよい。
ずれは、スライド方向における映像のピクセル値によって表されてもよい。ずれが計算さ
れたとき、角度変化量が所定のピクセル値と乗算され、角度変化量と所定のピクセル値と
を乗算することによって得られた積が、映像のずれとして規定される。所定のピクセル値
は、角度変化量が１度増加又は減少するときに映像が変化するピクセル値を表し、例えば
、所定のピクセル値は１０である。所定のピクセル値が大きくなればなるほど、映像はよ
り速くスライドする。逆に、所定のピクセル値が小さくなればなるほど、映像はより遅く
スライドする。それゆえ、所定のピクセル値は、本明細書に限定されるものではなく、ユ
ーザの視聴要求に応じて柔軟に構成されてもよい。
【００７０】
　ステップ３０８では、映像の表示画像が、ずれに応じて画面上をスライド方向にスライ
ドするように端末によって制御される。
【００７１】
　図４Ｆ～図４Ｈを参照すると、映像が左又は右にスライドされることを図示する模式図
が示されている。図４Ｆは、受信された映像がスマートフォンの画面の中央部に表示され
ていることを示す模式図である。図４Ｇを参照すると、ユーザがスマートフォンを左方向
に回転させると、映像は右方向にスライドし、ユーザは映像全体の左側の部分を見ること
ができる。図４Ｈを参照すると、ユーザがスマートフォンを右方向に回転させると、映像
は左方向にスライドし、ユーザは映像全体の右側の部分を見ることができる。
【００７２】
　上述した実施形態によれば、端末は、スマートカメラデバイスで撮影された映像を表示
するプロセスにおいて、リアルタイムで端末の方向変化データを取得することができ、方
向変化データに応じて画面上をスライドするように映像の表示画像を制御する。ユーザが
接触動作なしで映像全体を見ることができるので、ユーザにとって映像を操作することが
便利になり、視聴体験が良くなる。
【００７３】
　映像の表示を制御する方法の上記実施形態に対応して、本開示は、更に、映像及び端末
の表示を制御する装置の実施形態を提供する。
【００７４】
　図５は、本開示の一実施形態に係る映像の表示を制御する装置のブロック図である。映
像の表示を制御する装置は、第１取得ユニット５１０と、第２取得ユニット５２０と、制
御ユニット５３０とを備えている。
【００７５】
　第１取得ユニット５１０は、スマートカメラデバイスで撮影された映像を取得するよう
に構成されている。
【００７６】
　第２取得ユニット５２０は、映像が端末の画面に表示される場合、端末の方向変化デー
タを取得するように構成されている。
【００７７】
　制御ユニット５３０は、端末の方向変化データに応じて画面上をスライドするように映
像の表示画像を制御するように構成されている。
【００７８】
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　上述した実施形態によれば、端末は、スマートカメラデバイスで撮影された映像を表示
するプロセスにおいて、リアルタイムで端末の方向変化データを取得することができ、方
向変化データに応じて画面上をスライドするように映像の表示画像を制御する。ユーザが
接触動作なしで映像全体を見ることができるので、ユーザにとって映像を操作することが
便利になり、視聴体験が良くなる。
【００７９】
　図６は、本開示の一実施形態に係る映像の表示を制御する別の装置のブロック図である
。図５に示す上記実施形態に基づいて、第１取得ユニット５１０は、無線接続確立サブユ
ニット５１１と、映像受信サブユニット５１２とを備えてもよい。
【００８０】
　無線接続確立サブユニット５１１は、予め関連付けられたスマートカメラデバイスとの
無線接続を確立するように構成されている。
【００８１】
　映像受信サブユニット５１２は、無線接続を介してスマートカメラデバイスにより送信
された映像であって、スマートカメラデバイスでリアルタイムに撮影された映像、又は局
所的にスマートカメラデバイスに記憶された映像ファイルの映像を受信するように構成さ
れている。
【００８２】
　上述した実施形態によれば、端末とスマートカメラデバイスとの無線接続が確立された
後、端末は、スマートカメラデバイスによって送信された映像をリアルタイムで取得する
ことができるとともに、スマートカメラデバイスによってリアルタイムで撮影された映像
、並びに、端末及びスマートカメラデバイスの無線アクセス機能を使用してスマートカメ
ラデバイスに記憶された映像を表示することができ、それにより、ユーザの様々な要求を
満たすことができる。
【００８３】
　図７は、本開示の一実施形態に係る映像の表示を制御する別の装置のブロック図である
。図５及び図６に示す上記実施形態に基づいて、第２取得ユニット５２０は、方位センサ
起動サブユニット５２１と、方向変化データ取得サブユニット５２２とを備えてもよい。
【００８４】
　方位センサ起動サブユニット５２１は、端末の方向データを検知するように構成された
方位センサを起動するように構成されている。
【００８５】
　方向変化データ取得サブユニット５２２は、所定の間隔で方位センサによって送信され
た端末の方向データに応じて、端末の方向変化データを取得するように構成されている。
【００８６】
　図８は、本開示の一実施形態に係る映像の表示を制御する別の装置のブロック図である
。図７に示す上記実施形態に基づいて、第２取得ユニット５２０は、更に、サービスイン
ターフェース登録サブユニット５２３を備えてもよい。
【００８７】
　サービスインターフェース登録サブユニット５２３は、方位センサがサービスインター
フェースを介して端末の方向データを送信するように、方位センサに対してサービスイン
ターフェースを登録するように構成されている。
【００８８】
　上述した実施形態によれば、端末の方向変化データは、端末に設けられた方位センサに
よって、方位センサのリアルタイムで方向データを検知する特性を利用して取得されるこ
とができ、映像の表示画像は、方向変化データに応じてスライドするように制御されるこ
とができ、それにより、ユーザは映像全体を利便性良く見ることができる。
【００８９】
　図９は、本開示の一実施形態に係る映像の表示を制御する別の装置のブロック図である
。図７及び図８に示す上記実施形態に基づいて、方向変化データ取得サブユニット５２２
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は、更に、第１角度値受信モジュール５２２１と、第２角度値取得モジュール５２２２と
、角度変化量計算モジュール５２２３とを備えてもよい。
【００９０】
　第１角度値受信モジュール５２２１は、現在の所定の間隔で方位センサによって送信さ
れた第１角度値を受信するように構成されている。 
【００９１】
　第２角度値取得モジュール５２２２は、現在の所定の間隔に隣接する前の所定の間隔で
方位センサによって送信された角度値であり、端末によって記録された第２角度値を取得
するように構成されている。
【００９２】
　角度変化量計算モジュール５２２３は、第１角度値と第２角度値との差を計算して、端
末の方向変化データとしての角度変化量を取得するように構成されている。
【００９３】
　図１０は、本開示の例示的な実施形態に係る映像の表示を制御する別の装置のブロック
図である。図５～９に示される上記実施形態のいずれかに基づき、制御ユニット５３０は
、スライド方向取得サブユニット５３１、ずれ計算サブユニット５３２、及び映像調整サ
ブユニット５３３を備えてもよい。
【００９４】
　スライド方向取得サブユニット５３１は、端末の方向変化データが角度変化量である場
合、当該角度変化量に応じて映像のスライド方向を取得するように構成されている。
【００９５】
　ずれ計算サブユニット５３２は、角度変化量と所定のピクセル値との積を計算し、当該
積を映像のずれとして規定するように構成されている。
【００９６】
　映像調整サブユニット５３３は、ずれに応じて映像の表示画像が画面上をスライド方向
にスライドするように制御するよう構成されている。
【００９７】
　上述の実施形態によれば、方向変化データとしての角度変化量は、異なる間隔で方位セ
ンサによって検知された角度に応じて取得されることができ、映像のスライド方向及びず
れは、角度変化量に応じて決定されることができ、それにより、映像が画面上を正確にス
ライドされることを確保し、ユーザの視聴体験を向上させることができる。
【００９８】
　図１１は、本開示の一実施形態に係る映像の表示を制御する別の装置のブロック図であ
る。図１０に示す上記実施形態に基づいて、映像調整サブユニット５３３は、以下のモジ
ュールのうち少なくとも１つを含んでもよい。
【００９９】
　Ｘ軸調整モジュール５３３１は、端末が三次元直交座標系のＹ軸の回りを回転し、角度
変化量が三次元直交座標系のＸ軸上で変化する場合、角度変化量に応じて画面上を左又は
右にスライドするように映像の表示画像を制御するよう構成されている。
【０１００】
　Ｙ軸調整モジュール５３３２は、端末が三次元直交座標系のＸ軸の回りを回転し、角度
変化量が三次元直交座標系のＹ軸上で変化する場合、角度変化量に応じて画面上を上又は
下にスライドするように映像の表示画像を制御するよう構成されている。
【０１０１】
　なお、簡便な説明のためにＸ軸調整モジュールとＹ軸調整モジュールの両方が図１１に
示されていることに留意すべきである。実際には、Ｘ軸調整モジュールとＹ軸調整モジュ
ールの少なくとも一方のみが必要に応じて構成されることが要求され、本明細書に限定さ
れるものではない。
【０１０２】
　上述した実施形態によれば、映像の異なるスライド方向のデータは、異なるタイプの角
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度変化量に応じて決定されることができ、それにより、映像の異なる比率でのユーザの異
なる視野条件に合わせることができる。
【０１０３】
　それに対応して、本開示は、更に、プロセッサ、プロセッサによって実行可能な指示を
記憶するメモリを含む、映像の表示を制御する装置を提供する。
【０１０４】
　前記プロセッサは、スマートカメラデバイスによって撮影された映像を取得し、前記映
像が端末の画面上に表示される場合、当該端末の方向変化データを取得し、前記端末の方
向変化データに応じて画面上をスライドするように前記映像の表示画像を制御するように
構成されている。
【０１０５】
　上記実施形態における装置に関して、その中の個々のモジュールの動作を実行する具体
的な態様は、映像の表示を制御する方法に関する実施形態において詳細に記載されており
、ここでは再度詳述しない。
【０１０６】
　前記装置の実施形態は、前記方法の実施形態に対応する。関連する内容のため、前記方
法の実施形態の部分的な説明を参照する。前記装置の上記実施形態は例示的なものである
。別個の構成要素として記載されたユニットは、物理的に分離されても、されなくてもよ
い。ユニットとして示されるコンポーネントは、物理的なユニットであってもよいし、な
くてもよい、すなわち、同じ位置で結合されても、複数のネットワークユニットに分配さ
れてもよい。前記モジュールのいくつか又は全ては、実際の要求に応じて実施形態の解決
の目的を達成するように選択されてもよい。当業者は、創造的な努力をすることなく、本
開示を理解し且つ実施することができる。
【０１０７】
　図１２は、本開示の一実施形態に係る映像の表示を制御する装置１２００のブロック図
である。例えば、装置１２００は、ルーティング機能を備える携帯電話、コンピュータ、
デジタル放送端末、メッセージ受信及び送信機器、ゲームコントローラ、タブレットデバ
イス、医療機器、フィットネス機器、ＰＤＡなどであってもよい。
【０１０８】
　図１２を参照すると、装置１２００は、処理コンポーネント１２０２、メモリ１２０４
、電力コンポーネント１２０６、マルチメディアコンポーネント１２０８、オーディオコ
ンポーネント１２１０、入力／出力（Ｉ／Ｏ）インターフェース１２１２、センサコンポ
ーネント１２１４、及び通信コンポーネント１２１６の１つ以上のコンポーネントを備え
てもよい。
【０１０９】
　処理コンポーネント１２０２は、一般的には、表示、電話、データ通信、カメラ動作、
レコーディング動作に関連する動作などの、装置１２００の全体の動作を制御する。処理
コンポーネント１２０２は、上述した方法のステップの全部又は一部を行うように、指示
を実行する１以上のプロセッサ１２２０を備えてもよい。更に、処理コンポーネント１２
０２は、処理コンポーネント１２０２と他のコンポーネントとの間の相互作用を容易にす
るために１以上のモジュールを備えてもよい。例えば、処理コンポーネント１２０２は、
マルチメディアコンポーネント１２０８と処理コンポーネント１２０２との間の相互作用
を容易にするために、マルチメディアモジュールを備えてもよい。
【０１１０】
　メモリ１２０４は、装置１２００の動作をサポートするために様々なタイプのデータを
記憶するように構成されている。そのようなデータの例には、装置１２００上で動作する
アプリケーション又は方法のための指示、コンタクトデータ、電話帳データ、メッセージ
、写真、映像などが含まれる。メモリ１２０４は、例えば、スタティックランダムアクセ
スメモリ（ＳＲＡＭ）、電気的消去可能プログラマブル読取り専用メモリ（ＥＥＰＲＯＭ
）、消去可能プログラマブル読取り専用メモリ（ＥＰＲＯＭ）、プログラマブル読取り専
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用メモリ（ＰＲＯＭ）、読取り専用メモリ（ＲＯＭ）、磁気メモリ、フラッシュメモリ、
磁気又は光ディスクなどの任意のタイプの揮発性又は不揮発性メモリ装置、又はその組合
せを用いて実現されてもよい。
【０１１１】
　電力コンポーネント１２０６は、装置１２００の様々なコンポーネントに対して電力を
提供するように構成されている。電力コンポーネント１２０６は、電力管理システム、１
以上の電源、及び、装置１２００の電力の生成、制御、分配に関連する他のコンポーネン
トを備えてもよい。
【０１１２】
　マルチメディアコンポーネント１２０８は、装置１２００とユーザとの間の出力インタ
ーフェースを提供するように構成された画面を備えている。いくつかの実施形態において
、前記画面は、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）やタッチパネル（ＴＰ）を備えてもよい。前
記画面がタッチパネルを備える場合、前記画面は、ユーザからの入力信号を受信するタッ
チスクリーンとして実現されてもよい。前記タッチパネルは、前記タッチパネル上でのタ
ッチ、スワイプ、及びジェスチャーを検知するための１以上のタッチセンサを備えてもよ
い。タッチセンサは、タッチ又はスワイプの動作の境界を検知するだけでなく、タッチ又
はスワイプの動作に関連する持続時間及び圧力も検知してもよい。いくつかの実施形態に
おいて、マルチメディアコンポーネント１２０８は、フロントカメラ及び／又はリアカメ
ラを備えている。フロントカメラ及びリアカメラは、装置１２００が撮影モードや映像モ
ードなどの動作モードにあるときに、外部のマルチメディアデータを受信してもよい。フ
ロントカメラ及びリアカメラの各々は、固定された光学レンズ系であってもよいし、焦点
整合及び光学ズーム性能を有してもよい。
【０１１３】
　オーディオコンポーネント１２１０は、オーディオ信号を出力及び／又は入力するよう
に構成されている。例えば、オーディオコンポーネント１２１０は、装置１２００が通話
モード、レコーディングモード、音声認識モードなどの動作モードにあるときに外部オー
ディオ信号を受信するように構成されたマイクロフォン（「ＭＩＣ」）を備えている。受
信されたオーディオ信号は、更に、メモリ１２０４に記憶されても、通信コンポーネント
１２１６を介して送信されてもよい。いくつかの実施形態において、オーディオコンポー
ネント１２１０は、更に、オーディオ信号を出力するスピーカを備えている。
【０１１４】
　Ｉ／Ｏインターフェース１２１２は、処理コンポーネント１２０２と、キーボード、ク
リックホイール、ボタンなどの周辺インターフェースモジュールとの間の相互作用を提供
するように構成されている。ボタンは、限定されるものではないが、ホームボタン、ボリ
ュームボタン、スタートボタン、及びロックボタンを備えてもよい。
【０１１５】
　センサコンポーネント１２１４は、例えば、装置１２００の様々な態様のステータス評
価を提供する１以上のセンサを備えている。例えば、センサコンポーネント１２１４は、
装置１２００のオン／オフ状態、装置１２００のコンポーネント（例えば、表示画像及び
キーパッド）の相対位置を検知してもよい。センサコンポーネント１２１４は、更に、装
置１２００又は装置１２００のコンポーネントの位置の変化、装置１２００に接触するユ
ーザの有無、装置１２００の方位又は加速／減速、装置１２００の温度の変化を検知して
もよい。センサコンポーネント１２１４は、いかなる物理的接触もなく、近くの物体の存
在を検知するように構成された近接センサを備えてもよい。センサコンポーネント１２１
４は、更に、イメージングアプリケーションで使用するために、ＣＭＯＳやＣＣＤイメー
ジングセンサなどの光センサを備えてもよい。いくつかの実施形態において、センサコン
ポーネント１２１４は、加速度センサ、ジャイロセンサ、磁気センサ、圧力センサ、マイ
クロ波センサ、又は温度センサも含んでもよい。
【０１１６】
　通信コンポーネント１２１６は、装置１２００と他の装置との間の有線又は無線通信を
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容易にするように構成されている。装置１２００は、ＷｉＦｉ、２Ｇ、３Ｇなどの通信規
格、又はそれらの組合せに基づく無線ネットワークにアクセスすることができる。例示的
な一実施形態において、通信コンポーネント１２１６は、放送チャンネルを介して外部の
放送制御システムからの放送信号又は放送関連情報を受信する。例示的な一実施形態にお
いて、通信コンポーネント１２１６は、更に、短距離通信を容易にするために近距離無線
通信（ＮＦＣ）モジュールを備えている。例えば、ＮＦＣモジュールは、無線自動識別（
ＲＦＩＤ）技術、赤外線通信協会（ＩｒＤＡ）技術、超広帯域（ＵＷＢ）技術、ブルート
ゥース（ＢＴ）技術、又は他の技術に基づいて実現されてもよい。
【０１１７】
　例示的な実施形態において、装置１２００は、上述した方法を行うために、特定用途向
け集積回路（ＡＳＩＣｓ）、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰｓ）、デジタル信号処理デ
バイス（ＤＳＰＤｓ）、プログラマブル論理デバイス（ＰＬＤｓ）、フィールドプログラ
マブルゲートアレイ（ＦＰＧＡｓ）、コントローラ、マイクロコントローラ、マイクロプ
ロセッサ、又は他の電子部品などの１以上の電子的要素で実現されてもよい。
【０１１８】
　例示的な実施形態においては、更に、上述した方法を行うために、装置１２００のプロ
セッサ１２２０によって実行可能な指示を含むメモリ１２０４などの、指示を含む非一時
的なコンピュータ可読記憶媒体が提供される。例えば、非一時的なコンピュータ可読記憶
媒体は、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ＣＤ－ＲＯＭ、磁気テープ、フロッピーディスク、光データ記
憶装置等であってもよい。
【０１１９】
　端末のプロセッサによって実行されたときに、端末に映像の表示を制御する方法を実行
させる指示をその中に記憶する非一時的なコンピュータ可読記憶媒体が提供される。前記
方法は、スマートカメラデバイスで撮影された映像を取得し、前記映像が端末の画面上に
表示される場合、当該端末の方向変化データを取得し、前記端末の方向変化データに応じ
て画面上をスライドするように前記映像の表示画像を制御することを含む。
【０１２０】
　本発明の他の実施形態は、ここに開示された本発明の明細書及びプラクティスの考慮か
ら当業者には明らかであろう。本願は、本発明の一般的な原理に従う任意の変形、使用、
又は適応をカバーし、当該技術分野において公知又は慣行の範囲内にある本開示から逸脱
するものを含むことが意図される。明細書及び実施例は、以下の特許請求の範囲によって
示される本発明の真の範囲及び精神と共に、例示的のみとして考慮されることが意図され
る。
【０１２１】
　本発明が上述され且つ添付の図面に図示された正確な構成に限定されるものではなく、
様々な修正及び変更がその範囲から逸脱することなくなされてもよいことは認識されるで
あろう。本発明の範囲は添付の特許請求の範囲によってのみ限定されることが意図される
。
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【手続補正書】
【提出日】平成27年7月17日(2015.7.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　スマートカメラデバイスで撮影された映像を取得し、
　前記映像が端末の画面上に表示される場合、当該端末の方向変化データを取得し、
　前記端末の方向変化データに応じて前記画面上をスライドするように前記映像の表示画
像を制御する、
　ことを含む、映像の表示を制御する方法。
【請求項２】
　前記スマートカメラデバイスで撮影された映像を得ることは、
　予め関連付けられたスマートカメラデバイスとの無線接続を確立し、
　前記無線接続を介して前記スマートカメラデバイスにより送信された映像であって、前
記スマートカメラデバイスでリアルタイムに撮影された映像、又は局所的に前記スマート
カメラデバイスに記憶された映像ファイルの映像を受信する、
　ことを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記端末の方向変化データを取得することは、
　前記端末の方向データを検知するように構成された方位センサを起動し、
　所定の間隔で前記方位センサによって送信された前記端末の方向データに応じて、前記
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端末の方向変化データを取得する、
　ことを含む、請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　前記方位センサを起動する前に、更に、
　前記方位センサにサービスインターフェースを登録し、前記方位センサが前記サービス
インターフェースを介して前記端末の方向データを送信するようにする、
　ことを含む、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　所定の間隔で前記方位センサによって送信された前記端末の方向データに応じて、前記
端末の方向変化データを取得することは、
　現在の所定の間隔で前記方位センサによって送信される第１角度値を受信し、
　前記現在の所定の間隔に隣接する前の所定の間隔で前記方位センサによって送信された
角度値であり、前記端末によって記録された第２角度値を取得し、
　前記第１角度値と前記第２角度値との差を計算して、前記端末の方向変化データとして
角度変化量を取得する、
　ことを含む、請求項３又は４に記載の方法。
【請求項６】
　前記端末の方向変化データに応じて前記画面上をスライドするように前記映像の表示画
像を制御することは、
　前記端末の方向変化データが角度変化量である場合、前記角度変化量に応じて前記映像
のスライド方向を取得し、
　前記角度変化量と所定のピクセル値との積を計算し、前記積を前記映像のずれとして規
定し、
　前記ずれに応じて前記映像の表示画像が前記画面上を前記スライド方向にスライドする
ように制御する、
　ことを含む、請求項１～５のいずれか１つに記載の方法。
【請求項７】
　前記ずれに応じて前記映像の表示画像が前記画面上を前記スライド方向にスライドする
ように制御することは、
　前記端末が三次元直交座標系のＹ軸の周りを回転し、前記角度変化量が前記三次元直交
座標系のＸ軸上で変化した場合、前記角度変化量に応じて前記画面上を左又は右にスライ
ドするように前記映像の表示画像を制御し、
　前記端末が前記三次元直交座標系のＸ軸の周りを回転し、前記角度変化量が前記三次元
直交座標系のＹ軸上で変化した場合、前記角度変化量に応じて前記画面上を上又は下にス
ライドするように前記映像の表示画像を制御する、
　ことを含む、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　スマートカメラデバイスで撮影された映像を取得するように構成された第１取得ユニッ
トと、
　前記映像が端末の画面上に表示される場合、当該端末の方向変化データを取得するよう
に構成された第２取得ユニットと、
　前記端末の方向変化データに応じて前記画面上をスライドするように前記映像の表示画
像を制御するように構成された制御ユニットと、
　を備える、映像の表示を制御する装置。
【請求項９】
　前記第１取得ユニットは、
　予め関連付けられたスマートカメラデバイスとの無線接続を確立するように構成された
無線接続確立サブユニットと、
　前記無線接続を介して前記スマートカメラデバイスにより送信された映像であって、前
記スマートカメラデバイスでリアルタイムに撮影された映像、又は局所的に前記スマート
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カメラデバイスに記憶された映像ファイルの映像を受信するように構成された映像受信サ
ブユニットと、
　を備える、請求項８に記載の装置。
【請求項１０】
　前記第２取得ユニットは、
　前記端末の方向データを検知するように構成された方位センサを起動するように構成さ
れた方位センサ起動サブユニットと、
　所定の間隔で前記方位センサによって送信された前記端末の方向データに応じて、前記
端末の方向変化データを取得するように構成された方向変化データ取得サブユニットと、
　を備える、請求項８又は９に記載の装置。
【請求項１１】
　前記第２取得ユニットは、更に、
　前記方位センサがサービスインターフェースを介して前記端末の方向データを送信する
ように、前記方位センサに対して前記サービスインターフェースを登録するように構成さ
れたサービスインターフェース登録サブユニット、
　を備える、請求項１０に記載の装置。
【請求項１２】
　前記方向変化データ取得サブユニットは、
　現在の所定の間隔で前記方位センサによって送信される第１角度値を受信するように構
成された第１角度値受信モジュールと、
　前記現在の所定の間隔に隣接する前の所定の間隔で前記方位センサによって送信された
角度値であり、前記端末によって記録された第２角度値を取得するように構成された第２
角度値取得モジュールと、
　前記第１角度値と前記第２角度値との差を計算して、前記端末の方向変化データとして
角度変化量を取得するように構成された角度変化量計算モジュールと、
　を備える、請求項１０又は１１に記載の装置。
【請求項１３】
　前記制御ユニットは、
　前記端末の方向変化データが角度変化量である場合、前記角度変化量に応じて前記映像
のスライド方向を取得するように構成されたスライド方向取得サブユニットと、
　前記角度変化量と所定のピクセル値との積を計算し、前記積を前記映像のずれとして規
定するように構成されたずれ計算サブユニットと、
　前記ずれに応じて前記映像の表示画像が前記画面上を前記スライド方向にスライドする
ように制御するように構成された映像調整サブユニットと、
　を備える、請求項８～１２のいずれか１つに記載の装置。
【請求項１４】
　前記映像調整サブユニットは、
　前記端末が三次元直交座標系のＹ軸の周りを回転し、前記角度変化量が前記三次元直交
座標系のＸ軸上で変化した場合、前記角度変化量に応じて前記画面上を左又は右にスライ
ドするように前記映像の表示画像を制御するように構成されたＸ軸調整モジュールと、
　前記端末が前記三次元直交座標系のＸ軸の周りを回転し、前記角度変化量が前記三次元
直交座標系のＹ軸上で変化した場合、前記角度変化量に応じて前記画面上を上又は下にス
ライドするように前記映像の表示画像を制御するように構成されたＹ軸調整モジュール、
　の少なくとも１つのモジュールを備える、請求項１３に記載の装置。
【請求項１５】
　コンピュータを動作させるとき、請求項１～７のいずれか１つに記載の映像の表示を制
御する方法をコンピュータに実行させるコンピュータプログラム。
【請求項１６】
　請求項１５に記載のコンピュータプログラムが記憶されたコンピュータ可読記憶媒体。
【手続補正２】
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【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【図１０】

【手続補正３】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図１１
【補正方法】変更
【補正の内容】

【図１１】
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